
議案番号 件　　　　　　名 頁 摘　要

報23 専決処分したものの報告について 3

（専13） 　損害賠償の額を定めることについて 5 物損事故

報24 専決処分したものの承認を求めることについて 7

（専14） 　令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第15号） 9

135 監査委員の選任につき同意を求めることについて 23 （当日配布）

136 損害賠償の額を定めることについて 25 物損事故

137 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第16号） 27

※    市 長 提 出 議 案 目 録    ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

　（令和２年11月12日開会）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和２年第６回豊岡市議会(臨時会)
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報告第23号 

 

   専決処分したものの報告について 

 

 市長に委任する専決処分事項の指定について（平成28年12月27日議決）の規定に

より、下記の事項について別紙のとおり専決処分したから、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

  令和２年11月12日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

記 

 

損害賠償の額を定めることについて 
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報告第24号 

 

   専決処分したものの承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記の事項に

ついて別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求

める。 

 

令和２年11月12日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

記 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第15号） 
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        令和２年 10 月 20 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第14号 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第15号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第15号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ58,507,216千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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第135号議案 

 

   監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196

条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和２年11月12日提出 

 

                           豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

記 

 

住  所  豊岡市 

氏  名   

年  齢  満 歳 

 

 

 

  （備 考）椿野 仁司（議員選任） 令和２年11月11日退職 
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        令和２年 11 月 12 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第137号議案 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第16号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第16号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ58,513,516千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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